
「 き   個人情報保護等の 徹底   

い
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( 「 ) 現状と対応の 方向性 
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止 のためのシス 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

監視のための 体 

制 が整備されて 

いない 

    

年金加入 歴 等の個人情報の 保護 

の 重要性など職員の 倫理意識が 

対応の方向性 

個人十群民管理システムの 強化 

  

0 個人情報へのアクセスの 制限を図る 

ことにより、 個人情報の保護のための 

管理システムを 強化する 

  1 

規定の整備等 監視体制の強化 

  
0 個人情報保護に 関する内部規定を 整 0 被保険者記録へのアクセスの 監視 や 

備し 、 職員に周知する 委託業務の監督を 厳格化する   



(2) 具体的方策 

l ア 個人ザ 静艮 管理システムの 強川 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

①端末操作に 必要なカード は ついて、 管理責任を明確にするため 担当職員毎にカード 番号を固定化する 米 

②カードの安全性を 確保するため、 本人識別のパスワードを 登録する仕組みとする 米 

③ 栢 試業務以外を 担当する職員については、 氏名索引照会処理が 行えないようカード 機能を制限する (1 6 年度 

中 ) 

イ 規定の整備 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事 1 農 
0 個人情報保護のための 措置の確実な 実施を図るため、 社会保険庁電子計算機処理データ 保護管理規程を 見直し、 
職員への周知を 徹底する (1 6 年度中 ) 

[ 来年度以降に 実施する事項 ] 

0 行政機関個人情報保護法の 円滑な施行を 図るため、 開示請求や訂正請求に 対応するための 窓口設置等の 体制を 

整備するⅠ 7 年 4 月 ) 

ウ 監視体制の強 ィ 

[ 緊急、 ( ラ 年度⑨に実施する 事 1 司 
①業務目的外の 閲覧等について 被保険者記録へのアクセス 内容を監視できるようにする ( 「 6 年度中 ) 

②個人情報にかかわる 業務を委託する 場合における 委託先の選定、 業務の監督等の 厳格化を図る (1 6 年度中 ) 
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  4 . 保険料徴収の 徹底   
(1) 現状と対応の 方向性 

現 状 

" 巨 """   
た咬 2 廃曲り・ 交珪憶ョ t7% ぽ や 社会保険庁のみ 
懐 ! 第 0% Ⅱ 苫琶じ による対応では 限   

  
  

  
  

  
    
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      
      

三 
現 象 

適用対策特徴収対策に 真剣に取 

対応の方向性 

要因 別 収納対策等の 推進 社会全体での 取組の推進 

0 未納等の要因 別 収納対策の徹底や 、 年 

  

0 関係省庁、 目合本各種団体等との 連 
金 改革法等に基づく 制度改正の実施 携の下に、 社会全体で納付率 ア 、 ソフの 

により、 納付率を着実に 向上させる 加速化のための 取組を推進する 

; 要因 別 収納対策士制度改正 
  
  

納付率向上の 加速化 
  
  
  
    

年度別行動計画の 策定 

0 納付率 80% を着実に実現するため、 

年度別行動計画を 社会保険事務所 毎 
" 策定   

  
り 組んでいない 

卜
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(2) 具体的方策 

ァ 要因 別 収納対策等の 推 ， 

[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

の コンビニ、 インターネットバンキンバ 等による保険料納付等の 周知・推進を 図り、 納付しやすい 環境づくり 
を 進める 米 

②被保険者の 納付手続きの 簡素化や納付忘れの 防止を図るため、 資格取得時や 納付督励時等における 口座振替 

の 勧奨を徹底する 米 

③負担能力があ りながら未納であ る約 3 万人について 強制徴収を実施する 米 

④八口一ワークとの 連携により、 失業者に対し、 種別変更の手続き ゆ 特例免除制度の 周知の登底を 図るⅩ 

⑤厚生年金・ 健康保険について、 事業所から本年「月から 9 月までに提出された 全喪 届の総点検を 実施し、 違 

法な 脱退の是正を 行 う とと何に、 一定規模以上の 末適用事業所に 対する重点的な 加入指導や職権 適用を実施 

する (1 6 年度中 ) 
[ 来年度以降に 実施する事項 ] 

C 若年層の失業・ 無業者等に対し、 保険料追納の 機会を付与する 納付猶予制度を 導入する ( 「 7 年 4 月 ) 

②口座振替の 活用を促進するため、 口座振替 割 5l 缶渡を拡充するⅠ 7 年 4 月 ) 

③ 転 退職により厚生年金から 脱退した者であ って一定期間国民年金に 加入しない者について 職権 適用等を実施 
するⅠ 7 年 4 月 ) 

④国民年金の 資格喪失後、 一定期間厚生年金等の 加入の届出がない 者に対して通知を 行い、 国民年金の未加入 

状態の発生を 防止する (1 7 年度 ) 

⑤未納者に対する 効果的な納付督励の 手法の mf 寸 ・普及等を図る (1 7 年度 ) 
⑥強制徴収の 実施規模の拡大について 梼 亜実施する ( 「 7 年度 ) 

⑦現行の全額免除・ 半額免除に加え、 3/4 免除・「 /4 免除の段階を 追加した多段階免除制度を 導入する 

(1 8 年 7 月 ) 

Q 労働保険との 徴収事務の一元化について、 更に効率化できる 事務処理方法等を 木 娃 甘し、 可能なものから 逐次 

実現を図る ( 随日き ) 

い
下
 



r  社会全体での 取組の推 ， 

[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

①町内会長等を 特別国民年金推進員に 任命し、 特定地域毎の 収納の強化を 図る米 
②商工会などの 業界団体へ保険料収納を 委託し、 地域に根ざした 収納活動を実施する ( 随時、 関係団体への 協 

力 を依頼 ) 

③市町村から 所得情報を取得し、 所得があ る方については 強制徴収を実施するとと 何に、 所得の低い万につい 
ては免除周知を 的確に実施する 米 

④保険料納付意識の 徹底を図るため、 国民年金保険料納付 額 証明書を発行する ( 「 7 年 2 月 ) 

⑤ 中 ・高校生を対象とした 年金教育を拡充する ( 随時、 閲繍 難関への協力を 依 束 ③ 

[ 来年度以降に 実施する事 1 農 
0 以下の事項について 小気 寸し、 関係省庁、 自治体、 各種団体等との 連携の下に納付率の 向上を加速化させるた 
めの取組を推進する ( 随日き ) 

    保険料の未納・ 未 加入者に対する 各種資格取得の 制限 

    国民健康保険との 保険料徴収事務等における 連携 

    住民基本台帳 ネットワークの 活用 ( 生存、 住所データ ) 
    大学との連携による 年金教育の推進、 制度の周知登底 

    厚生年金が適用されないパート 等に対する事業主を 通じた周知の 徹底 

0 国民の年金教育について 社会保険大学校の 活用を図るⅠ 7 年 4 月 ) 

ウ 年度別行動計画の 策 

[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

0 納付率 80%0 ( 平成「 9 年度 ) を達成するため、 社会保険事務所毎に 年度別行動計画の 策定を開始するⅩ 

[ 来年度以降に 実施する事項 ] 

0 年度別行動計画に 基づく達成状況等を 確認・ 下姉 正し、 次年度の行動計画の 策定等を行うⅡ 7 年度 ) 

い
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  5  . 紅組の改革   
(1 ) 現状と対応の 方向性 

現 状 

組織の一体性や 

内部統制がとれ 
ていない 

  
  

  
  

  

  
  

  
    

  
  

  
  
    

    

地域によって 、 

人員配置や事業 

成績が大きく 異 

なる 

組織が内向きで、 風通しの悪いも 

ト "" 
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対応の方向性 

内部統制 ( ガバナンス ) 等の強化 

  

0 社会保険庁における 内部統制 ( ガパ ブ 

ンス ) の強化や事業管理の 確保等を図 
る 

組織・人員の 配置の見直し 

  

職員の意識改革 

0 組織及び人員配置の 地域間の格差を 

「 

0 職員の意識改革を 図るとと何に、 業務 

是正し、 業務に応じた 最適配置を図る 改善・効率化意欲を 向上させるインセ 

ンティブを付与する 

1 



(2) 具体的方策 

l ァ 内部統制 ( ガバナンス ) 等の強 叫 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事 1 寛 
①社会保険庁の 事業内容や業務の 実施方法等の 事業全般について、 保険料拠出者や 利用者の意見を 反映させ、 そ 

の 改善を図ることを 目的として、 労使代表、 学識経験者等からなる 運営評議会を 設置するⅩ 
②経済界の協力により 顧問的役割を 担う者 や 、 プロジェクト l 」一ダⅠアドバイヴ l 」 一 スタッフ等を 配置する 米 

③法令等の遵守上の 問題事例について、 職員が通報できる 内部通報制度を 設 フ 、 通報への対応や 防止策を下 f 甘す 

る コンフライアンス 委員会を設置する 米 

④年金の給付誤り 等の事例が生じた 場合には、 適切かつ迅速に 公表する ( 随日き ) 

[ 来年度以降に 実施する事項 ] 

0 実績評価と目標設定を 明確にして業務管理を 行うとと何に、 社会保険事業計画を 全面的に見直す ( 「 7 年度 ) 

イ 組織・人員の 配置の見直し 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

0 人員配置の地域間格差を 是正し、 最適な人員資源の 配分を実現するため、 今後の業務の 見直し方針を 踏まえっ 

つ 、 段階的な人員配置の 見直し計画を 策定する (1 6 年度中 ) 

[ 来年度以降に 実施する事 1 司 
①事務所等の 拠点の配置を 可能な色のか 引 l 頁 次 見直し、 効果的な業務の 展開を図る ( 随時 ) 
②地方における 好取組事例等の 積極的な全国展開を 図るとともに、 本庁と主現場との 風通しを良くするため、 本庁 

と地方庁の人事交流を 大幅に拡大する ( 「 7 年度 ) 

③地方職員の 本庁主要ポストへの 登用を拡大する (1 7 年度 ) 
    コア業務以外の 業務について、 業務効率化の 観点から外部委託の 拡大等を推進する ( 「 7 年度 ) 

い
 つ
 



ウ 職員の意識改 

[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

① 個 艮の職員が業務改善案を 提案できる内部改善提案制度を 設ける 米 

②お客様志向の 意識改革を図るため、 職員行動規範を 策定し、 徹底する (1 6 年中 ) 
③国民のニーズに 対応したお客様志向の 社会保険ワービスを 提供するため、 職員 6 円 l 彦の体系及び 力リキ コラムの 

抜本的な見直しを 行う (1 6 年度中 ) 

[ 来年度以降に 実施する事 1 農 
①各事務局・ 事務所ごとの 事業実績を公表して、 各事務局・事務所間の 競争を促すとと 何に、 効果的な取組を 実 

施した事務所に 対して、 表彰制度の積極的な 活用を図る (1 7 年度 ) 
②実績 給 割合の拡大など 国民年金推進軍及び 職員の給与の 在り方について、 公務員制度改革の 動向を踏まえつつ 

下 f 甘 する 

い
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  6 . 紅組の在り方の 見直し   

ト
り
 




